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入  札  公  告 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定により、置賜広域行政事務組合

（以下「本組合」という。）が発注する工事について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の６の規定により公告する。 

 

令和８年７月６日 

置賜広域行政事務組合  

理事長米沢市長 近 藤 洋 介 

 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 件名 

  令和８年度置賜広域行政事務組合長井クリーンセンター粗大ごみ処理施設維持補修工事 

(2) 工事場所 

   山形県長井市舟場３０番１号 

長井クリーンセンター粗大ごみ処理施設 

(3) 工事内容 

  仕様書のとおり 

(4) 工事期間 

   着工 契約締結の日から  ５日以内 

完成 着工の日から  ２３０日以内 

 

２ 入札参加資格 

  次の各号に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

(1) 本組合契約に関する規則（昭和４８年規則第１２号）第２条において準用する米沢市契約規

則（昭和５３年米沢市規則第５号。以下「契約規則」という。）第２３条第２項に基づき、本組

合令和７・８年度建設工事競争入札参加者登録簿に登録されていること。 

(2) 令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開始の申立てがなされてい

る者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）の規定により再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定

を受けている者を除く。）でないこと。 

(4) 国、山形県及び本組合の構成市町（米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯

豊町及び小国町）のいずれからも指名停止の措置を受けていないこと。 

(5) 人材派遣会社及び共同企業体でないこと。 

(6) 横型衝撃せん断式回転処理方式の破砕・リサイクル施設において、地方公共団体が発注した

整備事業（高速回転式破砕機のハンマー及びライナー交換整備を含む）を令和３年４月１日以

降に元請として直接受注し、完了させた実績を有すること。 

(7) 本組合が行う契約事務からの暴力団排除の推進に関する要綱（平成３０年訓令第１１号）第

４条の規定に該当しないこと。 
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３ 入札参加資格申請書類 

  入札に参加しようとする者は、所定の期日までに次の書類を提出し、本組合の一般競争入札参

加資格の審査を受けなければならない。 

(1) 提出書類 

  ア 一般競争入札参加願書（様式１） 

  イ 受注実績証明書（様式２） 

(2) 必要書類の取得方法 

   「８ 問い合わせ先」に記載の本組合ホームページからダウンロードすること。 

 (3) 提出方法等 

  ア (1)に定める提出書類を持参により提出することとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けない。 

  イ 受付期間終了後における提出書類の再提出（差し替え）は認めない。 

  ウ 提出書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。 

  エ 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、提出書類の受付を無効とする。 

  オ 提出書類は、本入札の目的以外に提出者に無断で使用しないものとする。 

(4) 受付期間 

   令和８年７月６日（月）から令和８年７月１０日（金）までの午前９時から正午まで及び午

後１時から午後４時までとする。 

(5) 提出場所 

   「８ 問い合わせ先」に記載の場所 

 

４ 現場確認 

現場確認を希望する者は、現場確認申込書（様式３）により希望日を申し込むものとし、現場

確認通知書により本組合から該当日を通知する。 

(1) 確認場所 

  仕様書に示す場所とする。 

(2) 確認期間 

令和８年７月８日（水）から令和８年７月９日（木）までの午前９時から正午まで及び午後

１時から午後４時までとする。 

 (3) 申込方法 

   「８ 問い合わせ先」に記載の場所へ持参、郵送又はＦＡＸのいずれかにより申し込むこと。 

 (4) 申込期限 

   現場確認希望日の２日前までとする。 

 

５ 設計図書及び様式について 

 (1) 閲覧方法 

   「８ 問い合わせ先」に記載の本組合ホームページより閲覧すること。 

 (2) 閲覧期間 

   令和８年７月６日（月）から令和８年７月２８日（火）までとする。 
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６ 入札執行場所及び日時 

(1) 場所 

   置賜広域行政事務組合 長井クリーンセンター ３階会議室 

(2) 日時 

   令和８年７月２９日（水）午後２時 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

免除とする。 

(2) 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。ただし、契約規則第５条 

第３項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。 

 

８ 問い合わせ先 

置賜広域行政事務組合 長井クリーンセンター 施設第１係 

  所在地 〒９９３－００８２ 山形県長井市舟場３０番１号 

  ＴＥＬ ０２３８（８４）６９１１ 

  ＦＡＸ ０２３８（８８）５５４２ 

  ＵＲＬ https://www.okikou.or.jp/ 


